
仕様書

１．件名

平成２３年度原子力安全規制情報広聴・広報事業（不正確情報対応）

２．事業目的

ツイッター、ブログなどインターネット上に掲載される原子力等に関する不正確

な情報又は不適切な情報を常時モニタリングし、それに対して速やかに正確な情報

を提供し、又は正確な情報へ導くことで、原子力発電所の事故等に対する風評被害

を防止する。

３．事業内容

① ツイッター、ブログなどインターネット上の原子力や放射線等に関する情報を

常時モニタリングし、風評被害を招くおそれのある正確ではない情報又は不適切

な情報を調査・分析すること。モニタリングの対象とする情報媒体及びモニタリ

ングの方法については、具体的な提案をすること。

② 上記①のモニタリングの結果、風評被害を招くおそれのある正確ではない情報

又は不適切な情報及び当庁から指示する情報に対して、速やかに正確な情報を伝

えるためにＱ＆Ａ集作成し、資源エネルギー庁ホームページやツイッター等に掲

載し、当庁に報告する。

③ Ｑ＆Ａ集の作成に際して、必要に応じて、原子力関係の専門家や技術者等の専

門的知見を有する者（有識者）からアドバイス等を受けること。また、原子力関

係の専門家や有識者からアドバイス等を受ける場合には、それらの者について具

体的な提案をすること。

④ 事業開始から１ヶ月程度で３０問以上、事業終了時までには１００問以上のＱ

＆Ａ集を作成すること。

【提案事項】

① モニタリングの対象とする情報媒体（ツイッターは必須）

② モニタリングの具体的な方法と体制

③ Ｑ＆Ａ集を作成後、速やかに周知するための具体的な方法

④ 想定される専門家や有識者

⑤ これらを活用した新規提案

【留意事項】

・受託者は、不正確な情報又は不適切と思われる情報媒体や抽出するキーワードに

ついては、資源エネルギー庁担当者と十分に調整すること。

・Ｑ＆Ａ集の作成にあたっては、十分な調査・分析を行い、その結果を反映するこ

と。また、Ｑ＆Ａ集の最終的な問数については、実態に合わせて資源エネルギー

庁担当官と調整すること。

・原則として、正確な情報提供は即座に行うとともに、その結果については、翌営

業日以内に資源エネルギー庁担当者に報告すること。

・常時モニタリングするために十分な人員を確保すること。

４．事業期間



委託契約締結日から平成２４年３月３０日まで

５．納入物

・不正確な情報及び不適切と思われる情報並びにそれらに対する正確な情報等をと

りまとめた報告書の電子媒体（ＣＤ－Ｒ）一式


